
（
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
規
則
）
一

主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
規
則

発
令

：
昭
和
27
年
６
月
３
日
農
林
省
令
第
39
号

最
終
改
正
：
廃
止
平
成
29
年
10
月
２
日
号
外
農
林
水
産
省
令
第
59
号

改
正
内
容
：
廃
止
平
成
29
年
10
月
２
日
号
外
農
林
水
産
省
令
第
59
号
［
平

成
29
年
10
月
２
日
］

○
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
規
則

〔
昭
和
二
十
七
年
六
月
三
日
農
林
省
令
第
三
十
九

号
〕

主
要
農
作
物
種
子
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
条
第
二

項
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
き
、
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
規
則 

（
指
定
種
子
生
産
ほ
場
等
の
指
定
申
請
） 

第
一
条

主
要
農
作
物
種
子
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
又

は
第
七
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
日
ま
で
に
、
別
記

第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

区

分

期

日

稲

毎
年
二
月
末

春
ま
き
の
大
麦
、
は
だ
か
麦
及
び
小
麦

日

大
豆

大
麦
、
は
だ
か
麦
及
び
小
麦
（
こ
れ
ら
の
う
ち
春
ま
き

の
も
の
を
除
く
。
） 

毎
年
八
月
三

十
一
日

（
証
明
書
の
様
式
） 

第
二
条

法
第
五
条
（
法
第
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
の
ほ
場
審
査
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
第
二
号
様
式
の
と
お

り
と
し
、
法
第
五
条
の
生
産
物
審
査
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
第
三
号
様
式

又
は
第
四
号
様
式
の
い
ず
れ
か
の
と
お
り
と
す
る
。 

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

昭
和
二
十
七
年
に
お
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項
の
表
中
「
毎
年
二
月
末
日
」

と
あ
る
の
は
、
「
昭
和
二
十
七
年
六
月
三
十
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

附

則
〔
昭
和
二
八
年
五
月
一
一
日
農
林
省
令
第
一
九
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
三
一
年
一
一
月
一
九
日
農
林
省
令
第
五
九
号
〕

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

昭
和
三
十
年
度
分
以
前
の
予
算
に
よ
り
支
出
さ
れ
た
主
要
農
作
物
種
子
法

第
七
条
の
補
助
金
の
交
付
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

指
定
種
子
生
産
ほ
場
指
定
申
請
書
、
ほ
場
審
査
証
明
書
及
び
生
産
物
審
査

証
明
書
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行



（
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
規
則
）
二

規
則
で
定
め
る
こ
れ
ら
の
書
類
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
三
十
二
年
八

月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
〔
昭
和
三
二
年
六
月
二
五
日
農
林
省
令
第
二
九
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
三
三
年
八
月
二
五
日
農
林
省
令
第
四
〇
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
三
三
年
一
二
月
二
三
日
農
林
省
令
第
六
一
号
〕

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附

則
〔
昭
和
三
五
年
六
月
二
九
日
農
林
省
令
第
二
二
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
四
一
年
四
月
一
日
農
林
省
令
第
一
九
号
抄
〕 

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附

則
〔
昭
和
四
六
年
四
月
一
日
農
林
省
令
第
一
九
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
四
七
年
五
月
一
五
日
農
林
省
令
第
三
一
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
四
八
年
四
月
一
二
日
農
林
省
令
第
二
五
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
四
九
年
五
月
七
日
農
林
省
令
第
二
〇
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
〇
年
四
月
一
六
日
農
林
省
令
第
二
二
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
一
年
七
月
一
六
日
農
林
省
令
第
三
四
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
二
年
五
月
一
三
日
農
林
省
令
第
一
九
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
三
年
四
月
一
九
日
農
林
省
令
第
二
九
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
農
林
省
令
第
四
九
号
抄
〕 

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
四
年
五
月
一
二
日
農
林
水
産
省
令
第
二
四
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
四
年
六
月
二
三
日
農
林
水
産
省
令
第
三
二
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
七
年
四
月
九
日
農
林
水
産
省
令
第
一
四
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
九
年
五
月
二
四
日
農
林
水
産
省
令
第
二
三
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
六
〇
年
八
月
二
四
日
農
林
水
産
省
令
第
四
二
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
昭
和
六
一
年
六
月
一
〇
日
農
林
水
産
省
令
第
二
九
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
平
成
元
年
六
月
六
日
農
林
水
産
省
令
第
二
七
号
〕 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
農
林
水
産
省
令
第
一
八
号
抄
〕

（
施
行
期
日
）



（
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
規
則
）
三

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
農
林
水
産
省
令
第
五
号
抄
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
平
成
二
九
年
一
〇
月
二
日
農
林
水
産
省
令
第
五
九
号
抄
〕 

（
主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
規
則
の
廃
止
）

第
一
条

主
要
農
作
物
種
子
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
三
十

九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則
〔
平
成
二
九
年
一
〇
月
二
日
農
林
水
産
省
令
第
五
九
号
〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

別
記










	（参照条文）主要農作物種子法施行規則
	（参照条文：様式）主要農作物種子法施行規則

